
４－１８  大気汚染防止法の対象施設の設置状況 
１．ばい煙発生施設      （平成24年3月31日現在）

大阪市 2913 (2190) 3 (0) 4 (0) 2 (0) 62 (0) 252 (0) 1 (0) 30 (0) 13 (0) 73 (0) 12 (0) 48 (41) 4 (0) 2 (0) 36 (0) 2 (0) 379 (315) 1276 (1053) 176 (122) 1 (1) 5289 (3722) 363 1741 2104

堺市 633 (284) 2 (0) 5 (0) 51 (0) 280 (0) 36 (0) 7 (0) 31 (0) 10 (0) 80 (1) 4 (0) 23 (9) 30 (0) 1 (0) 2 (0) 53 (35) 168 (124) 54 (35) 1470 (488) 208 244 452

岸和田市 107 (71) 1 (0) 13 (0) 17 (0) 15 (1) 4 (0) 8 (6) 3 (2) 52 (46) 6 (4) 226 (130) 39 55 94

豊中市 203 (172) 38 (0) 4 (0) 3 (0) 10 (0) 6 (6) 1 (0) 22 (22) 90 (87) 3 (3) 380 (290) 23 115 138

池田市 140 (58) 1 (0) 6 (0) 5 (0) 4 (4) 2 (2) 21 (17) 3 (1) 182 (82) 10 32 42

吹田市 287 (207) 4 (0) 6 (0) 5 (4) 18 (16) 104 (103) 15 (13) 439 (343) 17 107 124

泉大津市 123 (17) 10 (0) 1 (0) 2 (0) 17 (1) 3 (0) 4 (3) 26 (26) 1 (0) 187 (47) 43 18 61

高槻市 187 (91) 4 (0) 7 (0) 3 (0) 4 (0) 17 (1) 9 (9) 12 (12) 82 (81) 10 (8) 335 (202) 27 77 104

貝塚市 123 (56) 1 (0) 13 (0) 11 (0) 14 (1) 2 (2) 1 (0) 5 (4) 13 (13) 9 (4) 192 (80) 39 28 67

守口市 127 (50) 3 (0) 1 (1) 14 (10) 37 (37) 18 (11) 200 (109) 12 42 54

枚方市 276 (144) 1 (0) 22 (0) 47 (0) 12 (0) 2 (0) 21 (0) 5 (0) 10 (9) 12 (12) 88 (86) 11 (7) 507 (258) 54 124 178

茨木市 198 (115) 1 (0) 3 (0) 9 (0) 3 (0) 3 (0) 45 (0) 7 (7) 11 (11) 77 (75) 7 (5) 364 (213) 26 85 111

八尾市 185 (61) 20 (0) 49 (0) 2 (0) 1 (0) 24 (0) 5 (4) 8 (7) 48 (45) 8 (5) 350 (122) 69 51 120

泉佐野市 173 (45) 1 (0) 2 (0) 5 (0) 4 (0) 1 (0) 4 (0) 1 (0) 14 (11) 35 (31) 7 (1) 247 (88) 45 47 92

富田林市 79 (57) 1 (0) 2 (0) 11 (0) 3 (3) 25 (25) 2 (2) 123 (87) 16 33 49

寝屋川市 97 (54) 6 (0) 5 (0) 19 (0) 7 (7) 2 (2) 43 (36) 2 (2) 181 (101) 30 43 73

河内長野市 46 (36) 10 (0) 12 (0) 3 (0) 4 (4) 4 (3) 15 (15) 1 (1) 95 (59) 15 27 42

松原市 63 (41) 1 (0) 1 (0) 2 (0) 3 (0) 3 (3) 28 (28) 3 (3) 104 (75) 12 25 37

大東市 74 (26) 2 (0) 1 (0) 5 (0) 2 (2) 3 (0) 4 (4) 23 (23) 5 (2) 119 (57) 21 20 41

和泉市 102 (67) 1 (0) 12 (0) 7 (7) 3 (3) 27 (26) 5 (3) 157 (106) 27 48 75

箕面市 52 (49) 2 (0) 2 (2) 1 (1) 27 (25) 84 (77) 5 35 40

柏原市 77 (13) 3 (0) 25 (0) 2 (0) 6 (3) 4 (4) 10 (10) 127 (30) 27 14 41

羽曳野市 64 (53) 6 (0) 10 (0) 3 (0) 3 (0) 1 (1) 3 (3) 20 (19) 4 (2) 114 (78) 12 33 45

門真市 66 (32) 22 (0) 3 (2) 4 (4) 18 (17) 2 (1) 115 (56) 23 26 49

摂津市 72 (26) 2 (0) 4 (0) 4 (0) 5 (3) 5 (0) 12 (0) 4 (2) 37 (34) 13 (0) 158 (65) 14 23 37

高石市 69 (19) 1 (0) 2 (1) 3 (0) 40 (0) 2 (0) 2 (0) 4 (0) 2 (0) 1 (0) 7 (4) 47 (14) 1 (1) 181 (39) 27 17 44

藤井寺市 23 (11) 2 (0) 1 (0) 1 (1) 1 (0) 1 (1) 14 (14) 43 (27) 7 16 23

東大阪市 402 (248) 18 (0) 96 (0) 3 (0) 1 (0) 47 (0) 12 (12) 2 (0) 4 (0) 16 (16) 96 (94) 12 (11) 709 (381) 126 226 352

泉南市 69 (31) 1 (0) 3 (0) 2 (0) 1 (0) 2 (2) 6 (4) 27 (20) 2 (2) 113 (59) 15 27 42

四條畷市 14 (12) 1 (0) 1 (0) 4 (3) 5 (5) 3 (3) 28 (23) 4 17 21

交野市 24 (14) 16 (0) 1 (0) 2 (0) 1 (1) 1 (1) 4 (4) 49 (20) 10 15 25

大阪狭山市 31 (19) 3 (0) 2 (1) 2 (2) 1 (1) 9 (9) 5 (4) 53 (36) 4 13 17

阪南市 16 (12) 4 (0) 2 (2) 2 (0) 5 (5) 29 (19) 5 11 16

島本町 61 (15) 5 (0) 2 (2) 1 (1) 10 (10) 79 (28) 4 11 15

豊能町 1 (1) 1 (1) 0 1 1

能勢町 7 (5) 2 (2) 9 (7) 1 6 7

忠岡町 51 (10) 10 (0) 7 (7) 3 (3) 7 (7) 3 (1) 81 (28) 17 7 24

熊取町 20 (9) 5 (0) 3 (3) 5 (3) 2 (2) 35 (17) 9 10 19

田尻町 8 (5) 4 (4) 4 (4) 12 (10) 2 (0) 30 (23) 4 12 16

岬町 12 (8) 3 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (1) 3 (3) 6 (3) 27 (15) 3 8 11

太子町 1 (0) 1 (0) 1 0 1

河南町 10 (10) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 13 (13) 0 5 5

千早赤阪村 4 (2) 2 (1) 6 (3) 3 2 5

合  計 7288 (4445) 8 (0) 10 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 231 (1) 914 (0) 78 (0) 9 (0) 111 (1) 66 (0) 490 (5) 27 (0) 219 (180) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (0) 0 (0) 13 (0) 0 (0) 0 (0) 42 (0) 0 (0) 41 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0) 635 (532) 2641 (2283) 392 (256) 1 (1) 13232 (7704) 1417 3497 4914

（注）１． 平成23年度末時点で当該事務の権限を有する市町村
＊
は次のとおり。

＊ 大阪市、堺市、池田市、泉大津市、高槻市、枚方市、茨木市、富田林市、河内長野市、箕面市、東大阪市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村
（豊中市、吹田市、八尾市は事業場のみ）

   ２． (   )内は事業場における設置数で内数である。
   ３． 電気事業法及びガス事業法に係るものを含む。
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２．揮発性有機化合物排出施設
  （平成24年3月31日現在）

大阪市 10 (10) 10 (10) 1 (1) 21 (21) 8 (8)
堺市 5 (5) 1 (1) 7 (7) 1 (1) 2 (2) 26 (26) 1 (1) 43 (43) 9 (9)

岸和田市 0 0
豊中市 2 (2) 2 (2) 1 (1)
池田市 4 (4) 1 (1) 5 (5) 2 (2)
吹田市 3 (3) 3 (3) 1 (1)
泉大津市 0 (0) 0 (0)
高槻市 3 (3) 3 (3) 1 (1)
貝塚市 0 0
守口市 0 0
枚方市 1 (1) 1 (1) 4 (4)
茨木市 1 (1) 4 (4) 5 (5) 2 (2)
八尾市 2 (0) 1 (0) 4 (0) 1 (0) 8 (0) 2 (0)
泉佐野市 0 0
富田林市 0 (0) 0 (0)
寝屋川市 3 3 1
河内長野市 1 (1) 1 (1) 1 (1)
松原市 2 1 3 1
大東市 2 2 1
和泉市 0 0
箕面市 0 (0) 0 (0)
柏原市 1 1 2 4 3
羽曳野市 0 0
門真市 1 1 1 3 1
摂津市 1 1 1
高石市 13 13 1
藤井寺市 0 0
東大阪市 5 (5) 4 (4) 1 (1) 10 (10) 5 (5)
泉南市 1 1 1
四條畷市 0 0
交野市 0 0

大阪狭山市 0 (0) 0 (0)
阪南市 0 (0) 0 (0)
島本町 0 0
豊能町 0 (0) 0 (0)
能勢町 0 (0) 0 (0)
忠岡町 0 (0) 0 (0)
熊取町 0 0
田尻町 0 0
岬町 0 0
太子町 0 (0) 0 (0)
河南町 0 (0) 0 (0)

千早赤阪村 0 (0) 0 (0)

合  計 5 (5) 16 (15) 26 (18) 22 (17) 8 (1) 1 (1) 11 (8) 29 (28) 14 (1) 132 (94) 46 (34)

（注） （ ）内は平成23年度末時点で当該事務の権限を有する市町村＊で内数である。
＊ 大阪市、堺市、池田市、泉大津市、高槻市、枚方市、茨木市、富田林市、河内長野市、箕面市、東大阪市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、
忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村（豊中市、吹田市、八尾市は事業場のみ）
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３．一般粉じん発生施設 ４．特定粉じん発生施設
  （平成24年3月31日現在） （平成24年3月31日現在）

大阪市 2 (2) 65 (65) 230 (230) 23 (23) 2 (2) 322 (322) 80 (80) 合  計 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
堺市 11 (11) 160 (160) 29 (29) 13 (13) 213 (213) 25 (25) （注） （ ）内は平成23年度末時点で当該事務の権限を有する市町村＊で内数である。

岸和田市 8 47 4 5 64 17 ＊ 大阪市、堺市、池田市、泉大津市、高槻市、枚方市、茨木市、富田林市、河内長野市、箕面市、東大阪市、
豊中市 11 (0) 11 (0) 5 (0) 大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村
池田市 1 (1) 1 (1) 1 (1) （豊中市、吹田市、八尾市は事業場のみ）
吹田市 3 (0) 3 (0) 2 (0)
泉大津市 10 (10) 35 (35) 7 (7) 2 (2) 54 (54) 11 (11)
高槻市 4 (4) 44 (44) 23 (23) 20 (20) 91 (91) 10 (10)
貝塚市 11 4 2 3 20 10
守口市 5 5 1
枚方市 2 (2) 70 (70) 14 (14) 9 (9) 95 (95) 7 (7)
茨木市 1 (1) 63 (63) 17 (17) 8 (8) 89 (89) 13 (13)
八尾市 1 (1) 6 (0) 2 (0) 9 (1) 3 (1)
泉佐野市 7 7 3
富田林市 1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1)
寝屋川市 1 24 1 2 28 6
河内長野市 1 (1) 9 (9) 2 (2) 12 (12) 3 (3)
松原市 9 9 2
大東市 3 8 1 12 3
和泉市 3 18 4 3 28 7
箕面市 6 (6) 43 (43) 9 (9) 9 (9) 67 (67) 5 (5)
柏原市 0 0
羽曳野市 22 4 5 31 4
門真市 2 9 1 12 4
摂津市 6 6 4
高石市 2 13 15 3
藤井寺市 0 0
東大阪市 7 (7) 7 (7) 3 (3)
泉南市 7 2 2 11 1
四條畷 11 11 2
交野市 2 2 1

大阪狭山市 0 (0) 0 (0)
阪南市 1 (1) 1 (1) 1 (1)
島本町 0 0
豊能町 0 (0) 0 (0)
能勢町 2 (2) 1 (1) 3 (3) 2 (2)
忠岡町 0 (0) 0 (0)
熊取町 0 0
田尻町 2 2 2
岬町 0 0
太子町 5 (5) 5 (5) 1 (1)
河南町 4 (4) 4 (4) 1 (1)

千早赤阪村 0 (0) 0 (0)

合  計 2 (2) 134 (102) 886 (674) 147 (126) 83 (63) 1252 (967) 244 (165)

（注）１． （ ）内は平成23年度末時点で当該事務の権限を有する市町村＊で内数である。
＊ 大阪市、堺市、池田市、泉大津市、高槻市、枚方市、茨木市、富田林市、河内長野市、箕面市、東大阪市、
大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村
（豊中市、吹田市、八尾市は事業場のみ）

   ２.ガス事業法に係るものを含む。
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